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第 1 章 経営戦略策定の概要 

第 1 章 経営戦略策定の概要 

1.1 はじめに 

千早赤阪村の下水道事業は、住民の生活環境の改善

及び公共用水域の水質保全に資するため、計画的に整

備をすすめてきましたが、人口減少及び節水機器の普

及に伴う料金収入の伸び悩みや老朽化していく下水道

施設の改築更新を行うための新たな投資が懸念される

など、経営環境は厳しさを増しており、継続的な経営

健全化の取り組みが求められています。 

下水道事業は住民の日常生活に欠くことのできない

重要なサービスを提供する役割を果たしており、将来

にわたってもサービスの提供を安定的に継続できるよ

うに、総務省から中長期的な経営の基本計画である「経

営戦略」を策定することを要請されています（「公営企業

の経営に当たっての留意事項について」（平成 26 年 8 月 29 日付け 総財公第 107 号、総財営

第 73 号、総財準第 83 号、総務省自治財政局公営企業課長、同公営企業経営室長、同準公営

企業室長通知））。 

 

1.2 策定の目的 

千早赤阪村では、住民の生活基盤である下水道サービス水準の維持向上を図るとともに、将

来にわたり安定した経営基盤を確保していくことを目的として、中長期的な経営の基本計画で

ある経営戦略を策定します。 

策定にあたり、項目や計画期間については、上述の総務省通知「公営企業の経営に当たって

の留意事項について」（平成 26 年 8 月）及び「経営戦略の策定推進について」（平成 28 年 1 月）

に基づき策定しています。 

なお、経営戦略における下水道事業とは、千早赤阪村内に既存する公共下水道事業と特定環

境保全公共下水道事業１をいいます。 

1.3 計画期間 

経営戦略の計画期間は、令和 3 年度から令和 12 年度までの 10 年間とします。 

 

 

 
                                                   
１ 特定環境保全公共下水道事業とは、公共下水道のうち、主として市街化区域以外の区域において設置されるもので、水質

保全及び生活環境の改善を図るための下水道で、処理対象人口が 10,000 人以下の小規模下水道です。 

【経営戦略のイメージ】 
出所：総務省（公営企業の経営に 

あたっての留意事項についての資料） 
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第 2 章 下水道事業の現状 

第 2 章 下水道事業の現状 

2.1 下水道事業の現状 

千早赤阪村の地形は、大阪府の南東部、南河内地域の一部を占め金剛山を隔てて御所市、五

条市と接しています。千早赤阪村の面積は 37.30km2であり、森林が面積の 80%を占めるとい

う特徴を持っています。 

総人口は、昭和 60 年以降減少しており、2000 年（平成 12 年）には 7,000 人を下回ってい

ます。その後 2000 年（平成 12 年）以降も総人口の減少が続いており、2015 年の国勢調査で

は 5,378 人となっています。また、令和 2 年 3 月 31 日現在、年齢階層別の内訳は、高齢者人

口が多く、年少人口と生産年齢人口が少なくなっています。今後は少子高齢化の傾向がさらに

加速し、年少人口の割合が減少することが予想されます。 

（1）事業の現況 

千早赤阪村の下水道は、公共下水道事業と特定環境保全公共下水道事業に分類され、公共下

水道事業は 1995 年度（平成 7 年度）に建設事業を開始し、1997 年度（平成 9 年度）に供用を

開始しています。また、特定環境保全公共下水道事業は 1994 年度（平成 6 年度）に建設事業

を開始し、1997 年度（平成 9 年度）に供用を開始しています。 

 

（2）施設 

千早赤阪村の下水道事業の施設・普及等の状況を表 2.1 に、下水道計画図を次頁に示します。 

表 2.1 千早赤阪村下水道事業の施設・普及等の状況 

施設・普及等の状況（令和元年度末） 

対象事業 公共下水道 特定環境保全公共下水道 

地方公営企業法適用 法非適用 法非適用 

流域下水道接続 有り 有り 

処理方式 分流式 分流式 

処理区域面積（km2）：① 1.59 0.40 

行政区域内人口（人）：② 5,140 5,140 

処理区域内人口（人）：③ 3,967 38 

水洗化済人口（人）：④ 3,404 30 

処理区域内人口密度（人／

km2）③÷① 
2,494.97 95.00 

普及率（人口割合：％） 
③÷② 

77.18 0.74 

水洗化率（人口割合：％）

④÷③ 
85.81 78.95 

 

 

 

2
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第 2 章 下水道事業の現状 

（3）下水道使用料 

千早赤阪村の下水道使用料は平成 9 年度以来、表 2.2 の使用料で運営しています。使用料体

系は、使用水量に応じた使用料制（従量制）となっています。 

表 2.2 下水道の水量別使用料（出所：千早赤阪村ホームページより） 

基本料金 超過料金 

排水量 料金 排水量 

料金 

（1立方メー

トルにつき） 

0 立方メートル 345.6 円 

1 立方メートル～10立方メートルまで 91.8 円 

11 立方メートル～20立方メートルまで 113.4 円 

21 立方メートル～30立方メートルまで 135 円 

31 立方メートル～30立方メートルまで 162 円 

41 立方メートル～30立方メートルまで 183.6 円 

51 立方メートル～30立方メートルまで 205.2 円 

101 立方メートル～30立方メートルまで 226.8 円 

201 立方メートル～30立方メートルまで 248.4 円 

（消費税及び地方消費税を含む）   

 

現行の使用料体系における使用料単価（下水道使用料÷年間総有収水量）を、類型団体2と比

較した類型平均と全国平均で比較した結果は、表 2.3 のとおりであり、全国平均及び類型平均

ともに、低い水準となっています。 

 

表 2.3 使用料単価及び類型平均・全国平均との比較（平成 30 年度）   （単位：円／ｍ3） 

事業区分 千早赤阪村 類型平均 全国平均 

公共下水道 136.79 169.94 137.95 

特定環境保全公共下水道 134.58 168.59 163.51 

 

また、1 か月当たりの一般汚水の下水道使用料は、表 2.4 のとおり、平成 30 年度で公共下水

道及び特定環境保全公共下水道は 2,397（円／20ｍ3）であり、最低限行うべき経営努力として

国が求めている 3,000（円／20ｍ3）3を下回っています。 

 

表 2.4 一般汚水の使用料（平成 30 年度） 

事業区分 一般汚水（円/20m３） 一般汚水（円/ m３） 

下水道事業 2,397 120 

 

 

                                                   
2 自団体と同じ類型に分類された他団体との比較が行えるよう、処理区域内人口、処理区域面積 1ha あたり年間有収水

量、供用後開始後年数により個々の事業を類型化した団体を類型団体と言います。 
3公営企業の経営に当たっての留意事項について（総務省：平成 26 年 8 月 29 日）の中の事業別留意事項において、下水道

事業における使用料回収対象経費に対する地方財政措置については、『最低限行うべき経営努力として、全事業平均水洗化

率及び使用料徴収月 3,000 円/20ｍ3を前提として行われていることに留意すること』と示されています。 
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第 2 章 下水道事業の現状 

千早赤阪村の下水道有収水量及び使用料収入は、図 2.1 のとおり公共下水道事業では近年増

加傾向にありましたが、平成 30 年度で減少しています。特定環境保全公共下水道事業では、

下水道への接続推進及び水洗化率の向上への取り組みにより増加傾向となっています。 

公
共
下
水
道
事
業 

 

特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道 

 

 

図 2.1 有収水量及び使用料収入の推移 

出典：公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道の決算統計値 

 

下水道使用料の改訂については、利用者の負担をできるだけ抑える努力を行いつつ、慎重

に検討しなければなりません。 
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第 2 章 下水道事業の現状 

（4）組織体制 

① 職員数 

千早赤阪村の執行体制は、表2.5のとおり推移しており、令和2年4月1日現在の職員数は、

計2名となっています。 

表 2.5 組織体制及び職員数 

年度 H28 H29 H30 R01 R02 

職員数 3 名 3 名 2 名 2 名 2 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2 組織体制 

 

 

 
② 事業運営組織 

千早赤阪村の下水道事業は施設整備課に属しています。 

令和 5 年 4 月 1 日開始予定である地方公営企業法適用の準備を進めていきながら、今後も組

織一体となって適正な事業運営を行い、また、千早赤阪村の全庁的な取り組みの中で、引き続

き定員の適正化に取り組み、技術の継承や建設と維持管理の役割分担を考慮した効率的な業務

体制の構築に努めます。 
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第 2 章 下水道事業の現状 

2.2 民間活力の活用 

（1）民間活用の状況 

① 民間委託（包括的民間委託を含む） 

 使用料徴収、マンホールポンプ保守点検は、委託しています。 

 

② 指定管理者制度 

  流域下水道であり、終末処理場を有していないため、千早赤阪村での指定管理者制度の導

入の予定はありません。 

 

③ ＰＰＰ・ＰＦＩ4 

  大規模な自治体が主な導入対象のＰＰＰ・ＰＦＩ手法でありますが、それ以外の自治体で

も導入の検討を行うことが望ましいとされているところです。しかしながら、千早赤阪村の

規模を鑑みるとＰＰＰ・ＰＦＩの活用による財政負担の削減効果が得られにくいため、導入

の予定はありません。 

 

（2）資産活用の状況 

① エネルギー利用（下水熱・下水汚泥・発電等） 

  千早赤阪村には、管渠関連施設（小規模なマンホールポンプ）はありますが、小規模な施

設であるため、エネルギー利用の対象となり得る施設の該当はありません。 

 

② 土地・施設等利用（未利用土地・施設の活用等） 

  未利用土地・施設等はないため、土地・施設等の利用活用等の該当はありません。 

 

 

 

 

 

                                                   
4 公民が連携して公共サービスの提供を行うスキームを PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ：公民連携）

と呼びます。 PFI（プライベイト・ファイナンス・イニシアティブ）は、PPPの代表的な手法の一つであり、公共施設等の

設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効率

的かつ効果的な公共サービスの提供を図るという考え方です。 
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第 3 章 経営の現状分析と課題 

第 3 章 経営の現状分析と課題 

千早赤阪村下水道事業の経営分析は、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業にお

ける各種の経営指標等を活用して、事業規模の類似する団体との比較を行い、課題を適確に把

握するために、表 3.1 の 3 つの視点に着目しました。 

  表 3.1 現状分析の 3 つの視点 

財務分析 財務の視点（収益性及び健全性） 

外的経営環境の把握・分析 事業・施設の効率性の視点 

内部経営環境の把握・分析 組織の効率性の視点 

 

3.1 分析の方法 

（1）経営指標の設定 

千早赤阪村下水道事業の現状分析に使用する表 3.2 の経営指標は、総務省の「経営戦略策定

ガイドライン」に示されている指標に加えて、公共下水道事業等の特性を十分に踏まえた指標

を用いることにより、財務偏重の分析にならないように配慮しています。 

 表 3.2 現状分析に関する経営指標 

分類（視点）  経営指標 単位 計算式 見方 備考 

財務 
（収益性・

健全性） 

 1) 使用料単価 円/m3 使用料収入÷有収水量 ▲  

● 2) 汚水処理原価 円/m3 汚水処理費÷有収水量 ▼  

● 3) 経費回収率 ％ 使用料単価÷汚水処理原価×100 ▲  

● 4) 
処理区域内人口当り

の地方債現在高 
千円/人 

（企業債現在高合計）÷経常費用（処

理区域内人口） 
▼  

● 5) 総収支比率 ％ 
総収益÷（総費用＋地方債償還金）×

100 
▲  

事業・施設

の効率性 

 1) 計画人口普及率 ％ 整備人口÷全体計画人口×100 ▲  
● 2) 水洗化率 ％ 水洗化人口÷処理人口×100 ▲  

 3) 処理人口 1 人当り 
維持管理費 

円/人 維持管理費÷汚水処理原価×100 ▼  

 4） 処理人口 1 人当り 
資本費 

円/人 資本費÷汚水処理原価×100 ▼  

● － 施設利用率 ％ 流域関連公共下水道（終末処理場を有しない）のため、対象外 
 5) 有収率 ％ （有収水量）÷（汚水処理水量）×100 ▲  
● － 管きょ改善率 ％ 管きょ改善に関する指標を有しないため、対象外 

組織の 
効率性 

 1） 
職員 1 人当りの 
処理区域内人口 

人 現在処理区域内人口÷職員数 ▲  

 2） 
職員給与費対 
営業収益比率 

％ 
職員給与費÷（営業収益－受託工事収

益） 
▼  

注 1：●印を付与した指標は、総務省経営戦略策定ガイドラインに示されている指標です 
注 2：見方欄の「▲」は算定値が大きい方が、「▼」は算定値が小さい方が望ましいことを示しています 
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第 3 章 経営の現状分析と課題 
 

（2）分析条件 

① 分析対象年度 

経営の現状分析は、過去 5 ヵ年（平成 26 年度～平成 30 年度）のデータを基に行いました。 

② 使用データ及び分析方法 

経営指標算出に使用するデータは、「地方公営企業年鑑」（総務省）を使用しました。 

 したがって、大井処理区の団体（公共下水道事業：7 市町村、特定環境保全公共下水道事業：

2 町村）との比較は、経営指標値が入手可能である平成 30 年度を基に行いました。 

③ 類型団体区分の把握及び近隣団体の抽出 

総務省の類型団体区分は、下記のとおり公共下水道事業で「Ed2」、特定環境保全公共下水道

で「Bd2」が対象となります。大井処理区の団体については、下記のとおり公共下水道事業で

は府内 7 市町村、特定環境保全公共下水道では府内 2 町村を対象としました。 

 

       総務省の類型団体区分（表 3.3 及び表 3.4 参照） 

      ⇒ 公共下水道事業 ・・・ Ed2：78 団体 

     ⇒ 特定環境保全公共下水道 ・・・ Bd2：247 団体 

 

  大井処理区の団体 

公共下水道事業：府内 7 市町村 ・・・ 富田林市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、 

太子町、河南町、千早赤阪村 

特定環境保全公共下水道事業：府内 2 町村 ・・・河南町、千早赤阪村 

        
※市町村表記の順番は、団体コード順に表記しています. 
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表 3.3 類型団体区分（平成 30 年度_公共下水道事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              〔出所：総務省〕 

 

 

 

 

 

 

 

処理区域内人口区分 有収水量密度区分 供用開始後年数別区分 類型区分 団体数

政令市等 政令市等 21

7.5千ｍ
3
/ha～ 25年以上 Aa1 72

5千m
3
/ha～7.5千m

3
/ha 25年以上 Ab1 46

25年以上 Ac1 52

15年～25年 Ac2 1

7.5千ｍ
3
/ha～ 25年以上 Ba1 30

25年以上 Bb1 46

15年～25年 Bb2 2

25年以上 Bc1 81

15年～25年 Bc2 4

～2.5千ｍ3/ha 25年以上 Bd1 1

7.5千ｍ
3
/ha～ 25年以上 Ca1 12

25年以上 Cb1 56

15年～25年 Cb2 9

5年～15年 Cb3 2

25年以上 Cc1 222

15年～25年 Cc2 48

5年～15年 Cc3 11

25年以上 Cd1 73

15年～25年 Cd2 46

5年～15年 Cd3 4

25年以上 Da1 1

15年～25年 Da2 1

25年以上 Db1 5

15年～25年 Db2 1

25年以上 Dc1 25

15年～25年 Dc2 28

5年～15年 Dc3 5

25年以上 Dd1 35

15年～25年 Dd2 61

5年～15年 Dd3 6

25年以上 Ea1 1

15年～25年 Ea2 1

5千m
3
/ha～7.5千m

3
/ha 25年以上 Eb1 1

25年以上 Ec1 13

15年～25年 Ec2 13

5年～15年 Ec3 12

25年以上 Ed1 24

15年～25年 Ed2 78

5年～15年 Ed3 22

5年未満 Ed4 2

2.5千ｍ3/ha～5千ｍ3/ha

10万人～

1万人～5万人

5千m
3
/ha～7.5千m

3
/ha

2.5千ｍ3/ha～5千ｍ3/ha

～2.5千ｍ3/ha

5万人～10万人

5千m
3
/ha～7.5千m

3
/ha

2.5千ｍ3/ha～5千ｍ3/ha

～5千人

7.5千ｍ
3
/ha～

2.5千ｍ3/ha～5千ｍ3/ha

～2.5千ｍ3/ha

5千人～1万人

5千m
3
/ha～7.5千m

3
/ha

2.5千ｍ3/ha～5千ｍ3/ha

～2.5千ｍ3/ha

7.5千ｍ
3
/ha～
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表 3.4 類型団体区分（平成 30 年度_特定環境保全公共下水道事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔出所：総務省〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理区域内人口区分 有収水量密度区分 供用開始後年数別区分 類型区分 団体数

7.5千ｍ
3
/ha～ 25年以上 Aa1 1

25年以上 Ab1 1

5年～15年 Ab3 1

25年以上 Ac1 43

15年～25年 Ac2 29

25年以上 Ad1 67

15年～25年 Ad2 89

5年～15年 Ad3 1

7.5千ｍ
3
/ha～ 25年以上 Ba1 2

25年以上 Bb1 7

15年～25年 Bb2 5

25年以上 Bc1 27

15年～25年 Bc2 53

5年～15年 Bc3 13

25年以上 Bd1 84

15年～25年 Bd2 247

5年～15年 Bd3 45

5年未満 Bd4 4

5千人～

5千m
3
/ha～7.5千m

3
/ha

2.5千ｍ
3
/ha～5千ｍ

3
/ha

～2.5千ｍ
3
/ha

～5千人

5千ｍ
3
/ha～7.5千ｍ

3
/ha

2.5千ｍ
3
/ha～5千ｍ

3
/ha

～2.5千ｍ
3
/ha
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3.2 分析の結果 

（1）財務（収益性・健全性）の視点 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

2）汚水処理原価（円／m ）

単位：円/ｍ
3

見方：▼
H26 H27 H28 H29 H30

全国類型
団体平均値
（H30）

全国類型
団体ランク
（H30）

大井処理区
の団体

ランク（H30）

公共下水道事業 282.65 275.92 282.55 304.31 358.26 266.66 66/78 7/7

特定環境保全
公共下水道事業

2,093.30 1,959.25 1,892.35 1,826.54 2,165.83 306.13 247/247 2/2

指標の意味

算出式

分析結果

課題

有収水量1ｍ
3
あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両方を含めた汚水処理に係る

コストを表した指標です。

汚水処理費÷有収水量

公共下水道・特定環境保全公共下水道ともに近年上昇傾向にあり、全国類型団体との比較において、高い数値と
なっています。

財務分析を基に、原価高騰の原因を把握するとともに、改善に向けた施策の検討をする必要があります。

1）使用料単価（円／ｍ ）

単位：円/ｍ
3

見方：▲
H26 H27 H28 H29 H30

全国類型
団体平均値
（H30）

全国類型
団体ランク
（H30）

大井処理区
の団体

ランク（H30）

公共下水道事業 132.83 132.84 133.66 143.24 136.79 169.94 65/78 3/7

特定環境保全
公共下水道事業

110.99 110.35 114.5 184.05 134.58 168.59 205/247 1/2

指標の意味

算出式

分析結果

課題

有収水量1ｍ
3
あたりの使用料単価であり、使用料の水準を示す指標です。

使用料収入÷有収水量

全国類型団体との比較においては、公共下水道・特定環境保全公共下水道ともに低単価となっています。

使用料単価が汚水処理原価を下回っているため、財務分析を基に、使用料の適正化を検討する必要があります。

3）経費回収率（％）

単位：％
見方：▲

H26 H27 H28 H29 H30
全国類型
団体平均値
（H30）

全国類型
団体ランク
（H30）

大井処理区
の団体

ランク（H30）

公共下水道事業 47.00 48.10 47.30 47.10 38.20 63.70 70/78 7/7

特定環境保全
公共下水道事業

5.30 5.60 6.10 10.10 6.20 55.10 246/247 2/2

指標の意味

算出式

分析結果

課題
汚水処理費用が、下水道使用料以外で賄われているため、使用料設定が適正であるかについて検討する必要があり
ます。

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標です。

使用料単価÷汚水処理原価×100

公共下水道・特定環境保全公共下水道ともに全国類型団体との比較において、低い数値となっています。
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【現状と課題】 

 公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業ともに、使用料単価は全国類型団体の中で

低単価となっている中、有収水量１ あたりの汚水処理に要した費用を表す指標である汚水処

理原価は高い状況にあります。 

このため、さらなる維持管理コスト削減と水洗化率の向上による適正収入の確保を図ること

が最優先の施策となりますが、現状の使用料単価を鑑みますと使用料の改定についての検討に

も取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：％
見方：▲

H26 H27 H28 H29 H30
全国類型
団体平均値
（H30）

全国類型
団体ランク
（H30）

大井処理区
の団体

ランク（H30）

公共下水道事業 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 182.40 72/78 3/7

特定環境保全
公共下水道事業

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 159.10 205/247 2/2

指標の意味

算出式

分析結果

課題

公共下水道・特定環境保全公共下水道ともに総収支比率が100％ではありますが、経費回収率で述べたとおり、一
般会計からの繰入（基準外）の状況から、使用料原価の点では厳しい状況であるといえます。

地方公営企業法の適用後は、資本費の考え方が変更となるため、一般会計からの繰入（基準外）の見直しを行った
うえで、経常収支比率（法適用後の指標）を把握する必要があります。

料金収入や一般会計からの繰入金等の総収益で、総費用をどの程度賄えているかを表す指標です。

総収益÷（総費用）×100

単位：千円/人
見方：▼

H26 H27 H28 H29 H30
全国類型

団体平均値
（H30）

全国類型
団体ランク
（H30）

大井処理区
の団体

ランク（H30）

公共下水道事業 263.00 267.00 265.00 263.00 256.00 438.00 10/78 4/7

特定環境保全
公共下水道事業

2,910.00 2,857.00 2,714.00 2,370.00 2,448.00 472.00 246/247 2/2

指標の意味

算出式

分析結果

課題

処理区域内人口1人当りに対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標です。

地方債現在高÷現在処理区域内人口×100

公共下水道では近年横ばいの傾向ですが、全国類型団体との比較において、平均値を下回っています。しかし、特
定環境保全公共下水道では全国類型団体との比較において、平均値を大きく上回っています。

老朽化した施設の修繕や改築事業等は、ストックマネジメント計画に基づき、効率的な事業計画に取り組む必要が
あります。
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（2）事業・施設の効率性の視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）計画人口普及率（％）

単位：％
見方：▲

H26 H27 H28 H29 H30
全国類型
団体平均値

（H30）

全国類型
団体ランク

（H30）

大井処理区
の団体

ランク（H30）

公共下水道事業 74.20 74.40 74.90 75.20 76.80 － － 7/7

特定環境保全

公共下水道事業
0.70 0.70 0.70 0.80 0.70 － － 2/2

指標の意味

算出式

分析結果

注：全国類型平均値及びランク等は、公営企業年鑑による算出が不可のため、「－」の表記としています

全体計画人口に対する整備人口の割合であり、下水道整備の進捗状況を示す指標です。

整備人口÷全体計画人口×100

公共下水道・特定環境保全公共下水道ともに近年横ばいで推移しています。

2）水洗化率（％）

単位：％
見方：▲

H26 H27 H28 H29 H30
全国類型
団体平均値

（H30）

全国類型
団体ランク

（H30）

大井処理区
の団体

ランク（H30）

公共下水道事業 87.70 87.90 87.70 87.60 86.00 74.80 15/78 7/7

特定環境保全

公共下水道事業
80.00 79.50 79.50 83.30 86.80 79.30 88/247 2/2

指標の意味

算出式

分析結果

課題

公共下水道・特定環境保全公共下水道ともに近年横ばいで推移していますが、全国類型団体平均値を上回る状況
にあります。

今後も未水洗化世帯への戸別訪問等により、水洗化を推奨していく必要があります。

処理人口のうち、実際水洗便所を設置し、下水道に接続して汚水処理している人口の割合を示す指標です。

水洗化人口÷処理人口×100

3）処理区域内人口１人当り維持管理費（円／人）

単位：円／人
見方：▼

H26 H27 H28 H29 H30
全国類型
団体平均値

（H30）

全国類型
団体ランク

（H30）

大井処理区
の団体

ランク（H30）

公共下水道事業 12,383 12,049 11,791 12,841 12,391 15,749 19/78 7/7

特定環境保全

公共下水道事業
6,975 7,615 8,872 15,548 15,237 19,514 85/247 2/2

指標の意味

算出式

分析結果

課題 効率的な維持管理により、適正な経費による事業運営を行っていく必要があります。

処理区域内人口１人当りの維持管理費用であり、現状の施設規模の妥当性を示す指標です。

維持管理費÷処理区域内人口

公共下水道の1人当り維持管理費用は、近年横ばいで推移していますが、特定環境保全公共下水道では、近年上昇
傾向にあります。

4）処理区域内人口１人当り資本費（円／人）

単位：円／人
見方：▼

H26 H27 H28 H29 H30
全国類型
団体平均値

（H30）

全国類型
団体ランク

（H30）

大井処理区
の団体

ランク（H30）

公共下水道事業 10,883 11,250 12,528 13,554 17,424 5,399 70/78 7/7

特定環境保全

公共下水道事業
132,125 131,692 147,077 152,929 210,921 6,477 247/247 2/2

指標の意味

算出式

分析結果

課題

資本費÷処理区域内人口

公共下水道・特定環境保全公共下水道ともに近年上昇傾向にあり、全国類型団体平均値を上回る状況にありま
す。

地方公営企業法の適用後の資本費は、減価償却費、企業債等支払利息（一時借入金利息を除く）となるため、そ

の影響を検討する必要があります。

処理区域内人口１人当りの資本費用であり、現状の施設規模の妥当性を示す指標です。この場合の資本費（法非

適用事業）とは、地方債償還金と地方債等利息等です。
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注記：「施設利用率」、「管きょ改善率」の 2つの経営指標は、表 3.2のとおり分析対象外のため、本頁の分析表からは除外し

ています。 

   

【現状と課題】 

 千早赤阪村の公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業は平成 9 年度の供用開始以来

20 年を超える歳月が経過しています。 

千早赤阪村の下水道事業は、下記の処理区域内の現況が示すとおり、処理区域内人口密度は

公共下水道事業において 25.0 人/ha、特定環境保全公共下水道事業において 1.0 人/ha（国が定

める処理区域内人口密度の段階の最低ランクが 25 人／ha）という状況から、処理人口 1 人当

りの資本費は高い状況となっています。 

 

処理区域内の現況【公共下水道事業】 

   管渠延長：32ｋｍ 

   処理区域内人口：3,967 人 

  処理区域面積：159ha 

   1 人当りの管渠延長（管渠延長÷処理区域内人口）：32ｋｍ÷3,967 人＝0.008ｋｍ／人 

   処理区域内人口密度（処理区域内人口÷処理区域面積）：3,967 人÷159ha＝24.95 人／ha 

※出典：令和元年度決算統計 10 表 

 

 

 

 

            ※出典：下水道事業の高資本費対策に要する経費（総務省：地方公営企業繰出金） 

 

 

5）有収率（％）

単位：％
見方：▲

H26 H27 H28 H29 H30
全国類型
団体平均値

（H30）

全国類型
団体ランク

（H30）

大井処理区
の団体

ランク（H30）

公共下水道事業 94.9 96.5 97.2 96.0 94.1 88.4 40/78 3/7

特定環境保全

公共下水道事業
94.9 96.5 97.2 96.0 92.2 90.3 121/247 2/2

指標の意味

算出式

分析結果

課題
今後、法定耐用年数を超過する管渠施設の老朽化が懸念されることから、有収率の向上対策（管渠施設の老朽化対策等）
に取り組む必要があります。

処理した汚水のうち、使用料徴収の対象となる有収水量の割合を示す指標です。

有収水量÷汚水処理水量×100

近年横ばいで推移横ばいで推移しており、全国類型団体との比較においては平均値を上回ります。
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処理区域内の現況【特定環境保全公共下水道事業】 

   管渠延長：1ｋｍ 

   処理区域内人口：38 人 

  処理区域面積：40ha 

   1 人当りの管渠延長（管渠延長÷処理区域内人口）：1ｋｍ÷38 人＝0.026ｋｍ／人 

   処理区域内人口密度（処理区域内人口÷処理区域面積）：38 人÷40ha＝0.95 人／ha 

※出典：令和元年度決算統計 10 表 

 

 

 

 

            ※出典：下水道事業の高資本費対策に要する経費（総務省：地方公営企業繰出金） 
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（3）組織の効率性の視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 

 千早赤阪村の下水道は、下記の職員配置の変遷のとおり、これまで使用料徴収の事務や管渠

施設の維持管理委託内容の見直しを実施してきました。今後は 1）職員 1 人当りの処理区域内

人口（人）の課題に対応を検討していく必要があります。 

 

【職員配置の変遷】 

  平成 28 年度：3 人 

              ↓ 

  令和 2 年度 ：2 人 

 

 

 

 

 

 

1）職員1人当りの処理区域内人口（人）

単位：人
見方：▲

H26 H27 H28 H29 H30
全国類型
団体平均値

（H30）

全国類型
団体ランク

（H30）

大井処理区
の団体

ランク（H30）

公共下水道事業 1,060.0 1,381.0 1,362.0 1,336.0 2,003.0 1,788.0 34/78 7/7

特定環境保全

公共下水道事業
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,923.0 185/247 1/2

指標の意味

算出式

分析結果

課題

下水道事業に従事する全職員1人当りの生産性について、処理区域内人口を基準に表す指標です。

現在処理区域内人口÷職員数×100

公共下水道において、近年上昇傾向にあり、全国類型団体平均を上回っています。

今後、法定耐用年数を超える管渠施設の増加に対応できる組織体制の検討が必要となります。

2）職員給与費対営業収益比率（％）

単位：％

見方：▼
H26 H27 H28 H29 H30

全国類型
団体平均値

（H30）

全国類型
団体ランク

（H30）

大井処理区
の団体

ランク（H30）

公共下水道事業 37.5 25.8 19.5 18.8 21.0 15.0 58/78 7/7

特定環境保全
公共下水道事業

18.1 25.5 19.3 18.8 21.2 15.3 167/247 2/2

指標の意味

算出式

分析結果

課題

公共下水道事業では近年減少傾向であり、特定環境保全公共下水道事業では近年横ばいの状況です。全国類型団

体との比較においては公共下水道・特定環境保全公共下水道ともに平均値を上回っています。

技術の継承や改築等の建設と維持管理の分担を考慮した、更なる適正な人員配置を検討する必要があります。

営業収益に対する職員給与費の割合で、職員給与費に係る生産性を表す指標です。

職員給与費÷（営業収益－受託工事収益）×100
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第 3 章 経営の現状分析と課題 

（4）分析結果一覧（近隣団体） 

 近隣団体における分析結果一覧を次頁に示します。 

 

    【公共下水道事業】 

  財務（収益性・健全性）の視点 ･･･ 表 3.5-1 

       事 業 ・ 施 設 の 効 率 性 の 視 点 ･･･ 表 3.5-1 

       組 織 の 効 率 性 の 視 点 ･･･ 表 3.5-1 

     

【特定環境保全公共下水道事業】 

  財務（収益性・健全性）の視点 ･･･ 表 3.5-2 

       事 業 ・ 施 設 の 効 率 性 の 視 点 ･･･ 表 3.5-2 

       組 織 の 効 率 性 の 視 点 ･･･ 表 3.5-2 
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 表3.5-1　分析結果一覧（公共下水道事業_平成30年度大井処理区の団体）

1）使用料単価（円/ｍ
3
）　▲ 2）汚水処理原価（円/ｍ

3
）　▼ 3）経費回収率（％）　▲ 4）処理区域内人口当り地方債残高（千円）　▼ 5）総収支比率（％）　▲

財
務
（
収
益
性
・
健
全
性
）
の
視
点

大
井
処
理
区
団
体
比
較

1）計画人口普及率（％）　▲ 2）水洗化率（％）　▲ 3）計画人口1人当り維持管理費（千円/人）　▼ 4）計画人口1人当り資本費（千円/人）　▼ 5）有収率（％）　▲

事
業
/
施
設
の
効
率
性
の
視
点

大
井
処
理
区
団
体
比
較

1）職員1人当りの処理区域内人口（人）　▲ 2）職員給与費対営業収益比率（％）　▼

組
織
の
効
率
性
の
視
点

大
井
処
理
区
団
体
比
較

    ※全国類型平均値の上部の
　　　 【】内の文字は、類型団体区分を示す。

分類

分類

分類
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 表3.5-2　分析結果一覧（特定環境保全公共下水道事業_平成30年度大井処理区の団体）

1）使用料単価（円/ｍ
3
）　▲ 2）汚水処理原価（円/ｍ

3
）　▼ 3）経費回収率（％）　▲ 4）処理区域内人口当り地方債残高（千円）　▼ 5）総収支比率（％）　▲

財
務
（
収
益
性
・
健
全
性
）
の
視
点

大
井
処
理
区
団
体
比
較

1）計画人口普及率（％）　▲ 2）水洗化率（％）　▲ 3）計画人口1人当り維持管理費（千円/人）　▼ 4）計画人口1人当り資本費（千円/人）　▼ 5）有収率（％）　▲

事
業
/
施
設
の
効
率
性
の
視
点

大
井
処
理
区
団
体
比
較

1）職員1人当りの処理区域内人口（人）　▲ 2）職員給与費対営業収益比率（％）　▼

組
織
の
効
率
性
の
視
点

大
井
処
理
区
団
体
比
較

分類

分類

分類

    ※全国類型平均値の上部の
　　　 【】内の文字は、類型団体区分を示す。
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第 3 章 経営の現状分析と課題 
 

3.3 経営比較分析表（総務省提出分） 

総務省の要請に基づき、千早赤阪村が公表する「令和元年度_下水道事業経営比較分析表」を

次頁に添付します。 
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第 4 章 経営の基本方針 

第 4 章 経営の基本方針 

4.1 事業運営上の課題 

千早赤阪村の下水道は、住民の生活環境の改善及び公共用水域の水質保全に資するため、計

画的に整備をすすめてきましたが、人口減少や節水型社会への移行が続く状況下において、公

共の福祉を増進させるという地方公営企業の本来の目的に基づき、住民への下水道サービスの

持続可能性を確保していくためには、適切な維持管理や更新をどのように行っていくべきであ

るかという視点が重要となってきています。 

千早赤阪村の下水道事業運営上の課題は、次のとおりです。 

（1）接続推進と水洗化率の向上 

千早赤阪村の公共下水道事業の整備率は平成 30 年末現在で 76.8％、水洗化率は 86.0％とな

っています。また、特定環境保全公共下水道事業の整備率は平成 30 年度末現在で 0.7%、水洗

化率は 86.8%であり、適正な使用料収入を確保するためには、未接続世帯などへのさらなる対

応の強化が求められます。 

（2）計画的かつ効率的な施設管理 

下水道は、まちの機能を維持するための根幹的施設であり、未整備箇所の計画的な整備に併

せて、下水道施設全体を一体的に捉えた適切な施設管理（アセットマネジメント）を推進する

必要があります。 

（3）公共下水道事業の計画的な経営 

将来にわたり安定した下水道事業を継続していくため、下水道事業の経営基盤の強化への取

り組みをより一層進める必要があります。 
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第 4 章 経営の基本方針 

4.2 基本方針 

前頁の事業運営上の課題を踏まえ、下記の 2 つの取り組みを経営の基本方針として、事業を

運営してまいります。 

 

 

① 下水道経営の健全化 

  適正な使用料収入を確保するため、接続推進と水洗化率の向上に取り組みます。 

  令和 5 年 4 月以降より開始予定の地方公営企業法の適用に伴い、会計方式が公営企業会計

へ移行することにより、経営状況の明確化を図り、経営基盤の強化に取り組みます。 

② 計画的かつ効率的な施設の管理 

  持続可能な下水道事業の実施を図るため、千早赤阪村全体の下水道施設の状態を点検・調

査等によって客観的に把握し、施設の状態を予測しながら維持管理、改築・修繕を一体的

に捉えて、下水道施設の計画的かつ効率的な管理を行います。 

  将来にわたり、住民サービスの低下につながらないよう、民間活用や広域化の推進を検討

します。 

 

 

 

 

 

 

 

【経営の基本方針】 
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第 5 章 経営の効率化及び健全化に向けた具体的な取り組み 

第 5 章 経営の効率化及び健全化に向けた具体的な取り組み 

第 3 章の「分析結果」及び第 4 章の「経営の基本方針」に基づき、今後の経営効率化・健全

化に向けて具体的に取り組むべき内容については、以下に示すとおりです。 

（1）今後の投資についての考え方・検討状況 

 1）広域化・共同化・最適化に関する事項 

千早赤阪村は、大井処理区に属する流域関連公共下水道として事業実施しています。また、

南河内 4 市町村（富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村）で広域化を協議する法定協議会

を設置し、事業の共同化を進めています。今後も、大阪府、流域構成市町等と引き続き効率

的な維持管理に努め経費削減を図っていきます。 

2）投資の平準化に関する事項 

新規の建設改良費については効率的な整備を計画し、マンホールポンプ等の改築・更新は、

令和元年度に策定したストックマネジメント計画に基づき、投資の平準化に努めます。 

3）民間活力の活用に関する事項（PPP/PFI など） 

大規模な自治体が主な導入対象の PPP/PFI でありますが、それ以外の自治体も導入の検討

を行うのが望ましいとされているところです。しかしながら、千早赤阪村の規模や管渠の整

備状況を鑑みますと PPP/PFI の活用による財政負担の削減効果が得られにくいため、現時点

では、導入の予定はありません。 

4）その他の取組 

該当はありません。 

 

（2）今後の財源についての考え方・検討状況 

 1）使用料の見直しに関する事項 

使用料の改定については、本計画の見直しにあわせて、検討します。 

2）資産活用による収入増加の取組について 

流域関連公共下水道であるため、活用できる資産を所有していません。 

3）その他の取組 

該当はありません。 

 

（3）投資以外の経費についての考え方・検討状況 

 1）民間活力の活用に関する事項（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFI

など） 

処理場を有していないため、該当はありません。 
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第 5 章 経営の効率化及び健全化に向けた具体的な取り組み 

2）職員給与費に関する事項 

本計画期間中は、現職員数を維持しています。職員給与費は人事院勧告を踏まえ、給与の

適正化を図ります。 

3）動力費に関する事項 

処理場を有していないので、動力費の使用実績はありません。 

4）薬品費に関する事項 

処理場を有していないので、薬品費の使用実績はありません。 

5）修繕費に関する事項 

令和元年度に策定したストックマネジメント計画に基づいた効率的な点検調査に取り組む

ことで、トータルコストの縮減と修繕費の平準化に努めます。 

6）委託費に関する事項 

現状は、マンホールポンプ場の維持管理に要する経費、下水道台帳整備に要する経費であ

り、大幅な削減は見込めません。 

7）その他の取組 

下水道施設の維持管理や災害時の対応などについて、下水道業務に携わる他事業体と連携

して、組織の効率化を検討するとともに、専門知識・技術等の向上を図り、次世代への技術

継承を行います。 
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第 6 章 投資・財政計画の策定 

第 6 章 投資・財政計画の策定 

6.1 投資・財政計画の考え方 

投資・財政計画は、本戦略の計画期間である 2021 年（令和 3 年度）～2030 年度（令和 12

年度）の 10 年間における投資試算とその財源試算を、現在の法非適用（官公庁会計方式）を採

用し、投資・財政計画を策定しました。 

次頁に、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の「投資財政計画」を添付します。 
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第 7 章 事後検証、更新等に関する検討 

第 7 章 事後検証、更新等に関する検討 

経営戦略の進捗にあたっては、目標の達成状況を定期的・定量的に検証・評価し、実施手法

の改善や計画の見直し等に反映させる進捗管理が必要です。 

進捗管理（モニタリング）は、毎年度行うとともに、図 7.1 に示す「計画 → 実施 → 検証

及び評価 → 改善及び見直し」の一連の流れである PDCA サイクル１を働かせることで原因を

追究しながら軌道修正を図り、定期的（原則 5 年ごと）に見直し（ローリング）を行い、あわ

せて、住民への「情報公開」も行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.1 PDCA サイクルの概念 

 

本経営戦略は、図 7.2 のとおり、毎年度の進捗管理を行いながら、令和 5 年度以降開始予定

の地方公営企業法適用を経て、令和 7 年度に見直しを行い、使用料改定の必要性についても再

検証をします。 

 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 9 年目 10 年目 
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営
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用
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版
） 
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戦
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予
定
） 

法適用移行 

準備期間 

図 7.2 今後のロードマップ 
                                                   
１ PDCA サイクル：次の 4 段階の頭文字をつなげたもので、継続的に業務を改善することです。 
 Plan（計画）、 Do（実行）、 Check（評価）、 Act（改善） 
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